
掲示期間 3.28-4.6    

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則をここに公  

布する。 

  平成２８年３月２８日 

新潟市長 篠田 昭 

新潟市規則第３０号 

   滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則  

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則（昭和３２

年新潟市規則第４６号）の全部を改正する。  

目次 

第１章 総則（第１条・第２条）  

第２章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等  

第１節 動産に対する強制執行等（第３条―第９条）  

第２節 不動産又は船舶等に対する強制執行等（第１０条―第１９条）  

第３節 債権に対する強制執行等（第２０条―第２６条）  

第３章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分  

第１節 動産に対する滞納処分（第２７条―第３２条）  

第２節 不動産又は船舶等に対する滞納処分（第３３条―第４３条）  

第３節 債権に対する滞納処分（第４４条―第４８条）  

 附則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方団体の徴収

金等について，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律（昭和３２年法律第

９４号。以下「法」という。）及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令

（昭和３２年政令第２４８号。以下「政令」という。）に基づいて，徴税吏員等が執行
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裁判所，保全執行裁判所，執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他

法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「滞納処分」又は「動産」，「不動産」，「船舶」，「航空機」，

「自動車」，「建設機械」，「小型船舶」若しくは「債権」とは，法第２条第１項又は

第３項に規定する滞納処分又は動産，不動産，船舶，航空機，自動車，建設機械，小型

船舶若しくは債権をいう。  

２ この規則において「徴税吏員等」とは，徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有

する者をいう。  

   第２章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等  

第１節 動産に対する強制執行等  

（差押調書等の閲覧等） 

第３条 執行官は，政令第２条の請求をする場合は，別記様式第１号による差押調書等の

閲覧・謄写・謄本交付請求書の書面を徴税吏員等に提出するものとする。  

（差押財産引渡通知書等）  

第４条 政令第３条第１項の書面は，別記様式第２号による差押財産引渡通知書によるも

のとする。 

２ 政令第３条第２項の書面は，別記様式第３号による差押財産引渡依頼書によるものと

する。 

３ 政令第３条第３項の規定による通知は，別記様式第４号による差押解除通知書及び差

押財産引渡済通知書の書面により行うものとする。  

４ 政令第３条第４項の規定による通知は，別記様式第５号による差押財産引渡済通知書

の書面により行うものとする。  

（残余金交付通知書等） 

第５条 政令第４条の規定による通知は，別記様式第６号による残余金交付通知書及び別 
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記様式第７号による残余金計算書の書面により行うものとする。  

２ 法第４条の動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について，国税徴収  

 法施行令（昭和３４年政令第３２９号）第５０条第１項（同条第４項において準用する  

 場合を含む。）の規定による供託をした場合は，徴税吏員等は，その旨を別記様式第８  

 号による売却代金等供託済通知書の書面により執行官に通知するものとする。  

３ 法第６条第３項の規定による通知は，別記様式第９号による残余金皆無通知書及び別 

記様式第７号による残余金計算書の書面により行うものとする。  

（強制執行続行決定があった場合の引渡通知書等）  

第６条 第４条第１項及び第２項の規定は，政令第５条第１項において準用する政令第３  

 条第１項及び第２項の規定による通知について準用する。  

２ 政令第５条第２項において準用する国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第８１  

 条の規定による通知は，別記様式第１０号による差押財産引渡済通知書の書面により行 

 うものとする。   

（交付要求書）  

第７条 法第１０条第３項の規定による交付の要求は，別記様式第１１号による交付要求 

書の書面により行うものとする。  

 （仮差押えの執行）  

第８条 第３条から第５条までの規定は，滞納処分による差押えがされている動産に対す  

 る仮差押えの執行について準用する。ただし，滞納処分による差押え後に仮差押えの執  

 行がされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては，第４条  

 第１項から第３項までの規定は，この限りでない。  

 （競売） 

第９条 第３条，第４条第１項から第３項まで及び第５条から第７条までの規定は，滞納  

 処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての競売（以下「競  

 売」という。）について準用する。  
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第２節 不動産又は船舶等に対する強制執行等  

（差押解除通知書）  

第１０条 政令第７条第１項の書面は，別記様式第１２号による差押解除通知書及び交付 

要求解除書によるものとする。 

（残余金交付通知書等） 

第１１条 第５条第１項の規定は，政令第８条において準用する政令第４条の規定による  

 通知について準用する。  

２ 第５条第２項の規定は，法第１３条第１項の不動産の滞納処分による売却代金につい  

 て準用する。この場合において，第５条第２項中「執行官」とあるのは，「裁判所」と  

 読み替えるものとする。  

３ 第５条第３項の規定は，法第１７条において準用する法第６条第３項の規定による通  

 知について準用する。 

（強制執行等続行決定通知書等）  

第１２条 政令第９条において準用する国税徴収法第８１条の規定による通知は，別記様  

 式第１３号による強制執行等続行決定通知書の書面により行うものとする。  

２ 第７条の規定は，法第１７条において準用する法第１０条第３項の規定による交付の

要求について準用する。 

（仮差押えの執行）  

第１３条 第５条第１項の規定は，政令第１０条第１項において準用する政令第４条の規  

 定による通知について準用する。  

２ 第５条第２項の規定は，法第１８条第２項の不動産の滞納処分による売却代金につい  

 て準用する。この場合において，第５条第２項中「執行官」とあるのは，「法第１８条  

 第２項の裁判所」と読み替えるものとする。  

３ 前項の売却代金の残余が生じなかった場合は，徴税吏員等は，その旨を仮差押えの執  

 行をした裁判所に通知するものとする。  
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４ 第５条第３項の規定は，前項の規定による通知について準用する。  

５ 第１０条の規定は，政令第１０条第３項において準用する政令第７条第１項の書面に

ついて準用する。  

（船舶に対する強制執行） 

第１４条 第１０条から第１２条までの規定は，滞納処分による差押えがされている船舶  

 で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。  

（船舶に対する仮差押えの執行）  

第１５条 第１３条の規定は，滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるもの  

 に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。  

（不動産又は船舶を目的とする競売）  

第１６条 第１０条から第１２条までの規定は，滞納処分による差押えがされている不動  

 産を目的とする競売が開始された場合について，第１４条の規定は滞納処分による差押 

 えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。  

（航空機に対する強制執行等）  

第１７条 第１４条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行  

 又は競売が開始された場合について，第１５条の規定は滞納処分による差押えがされて  

 いる航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。  

（自動車等に対する強制執行及び競売）  

第１８条 第１１条及び第１２条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が  

 開始された自動車，建設機械又は小型船舶（以下この項において「差押競合自動車等」  

 という。）について，第４条第１項及び第２項（これらの規定を第６条第１項において  

 準用する場合を含む。）の規定は差押競合自動車等で徴税吏員等が占有しているものに  

 ついて，第１０条の規定は差押競合自動車等で徴税吏員等が占有していないものについ  

 て準用する。  

２ 政令第１２条の３第４項において準用する政令第１４条第４項前段の規定による通知  
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 は，別記様式第１４号による差押財産引受通知書の書面により行うものとする。  

 （自動車等に対する仮差押えの執行）  

第１９条 第１３条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車又は建設機械に対  

 して仮差押えの執行がされた場合について，前条第２項の規定は滞納処分による差押え  

 がされている自動車，建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮  

 差押えの執行がされた場合について，第４条第１項から第３項までの規定は滞納処分に  

 よる差押えがされている自動車又は建設機械に対してその取上げを命ずる方法による仮  

 差押えの執行がされた場合において徴税吏員等がその占有をしているときについて準用 

 する。 

    第３節 債権に対する強制執行等  

 （事情届） 

第２０条 政令第１２条の５第１項の書面は，別記様式第１５号による事情届によるもの

とする。 

（事情届通知書）  

第２１条 政令第１２条の６第１項の書面は，別記様式第１６号による事情届通知書によ

るものとする。 

 （債権差押解除通知書等）  

第２２条 政令第１２条の７第１項の書面は，別記様式第１７号による債権差押解除通知 

書及び交付要求解除書によるものとする。 

２ 第４条第１項及び第２項の規定は，政令第１２条の７第４項において準用する政令第  

 ３条第１項及び第２項の書面について準用する。  

（第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知等）  

第２３条 第５条第１項の規定は，政令第１２条の８において準用する政令第４条の規定  

 による通知について準用する。  

２ 第５条第２項の規定は，法第２０条の８第１項に規定する差押え競合債権の滞納処分
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による第三債務者からの取立金若しくは法第２０条の６第１項の規定により供託された

金銭の払渡金又は売却代金について準用する。この場合において，第５条第２項中「執

行官」とあるのは，「執行裁判所」と読み替えるものとする。 

３ 第５条第３項の規定は，法第２０条の８第１項において準用する法第６条第３項の規 

 定による通知について準用する。  

（強制執行続行の決定があった場合の処置）  

第２４条 第７条の規定は，法第２０条の８第１項において準用する法第１０条第３項の  

 規定による交付の要求について準用する。  

２ 第１２条第１項及び第２２条第２項の規定は，法第２０条の８第１項に規定する差押  

 え競合債権につき強制執行続行の決定があった場合について準用する。  

 （仮差押えの執行）  

第２５条 第１３条第１項から第４項まで，第２０条及び第２１条の規定は滞納処分によ  

 る差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について，第２２条第  

 １項の規定は政令第１２条の１１第１項において準用する政令第１２条の７第１項の書  

面について準用する。この場合において，第１３条第２項及び第３項中「売却代金」と  

あるのは，「第三債務者からの取立金若しくは法第２０条の９第１項において準用する  

法第２０条の６第１項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替え  

るものとする。  

（担保権の実行又は行使）  

第２６条 第２０条から第２４条までの規定は，滞納処分による差押えがされている債権  

 を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。  

第３章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分  

第１節 動産に対する滞納処分  

（差押書及び交付要求書）  

第２７条 法第２１条第２項の書面は，別記様式第１８号による差押書及び交付要求書に
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よるものとする。 

（差押財産引受通知書） 

第２８条 政令第１４条第４項の規定による通知は，別記様式第１４号による差押財産引 

受通知書の書面により行うものとする。  

（差押解除書等）  

第２９条 法第２４条の書面は，別記様式第１９号による差押解除書及び交付要求解除書 

によるものとする。 

（滞納処分続行承認の決定があった場合の差押財産引受通知書）  

第３０条 第２８条の規定は，政令第１６条において準用する政令第１４条第４項の規定  

 による通知について準用する。  

（仮差押物に対する滞納処分）  

第３１条 第４条及び第５条の規定は，仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした  

 動産について準用する。ただし，その動産で滞納処分による参加差押えがされているも  

 のについては，第４条第１項から第３項までの規定は，この限りでない。  

 （競売による差押えがされている動産に対する滞納処分）  

第３２条 第２７条から第３０条までの規定は，競売による差押えがされている動産に対  

 する滞納処分について準用する。  

    第２節 不動産又は船舶等に対する滞納処分  

（差押通知書及び交付要求書）  

第３３条 政令第１９条の書面は，別記様式第２０号による差押通知書及び交付要求書に 

よるものとする。 

（強制競売等終了通知書）  

第３４条 政令第２０条の規定による通知は，別記様式第２１号による強制競売等終了通 

知書の書面により行うものとする。  

（差押解除通知書）  
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第３５条 第１０条の規定は，政令第２１条第２項において準用する政令第７条第１項の 

 書面について準用する。  

（滞納処分続行通知書） 

第３６条 政令第２２条において準用する政令第２０条の規定による通知は，別記様式第  

 ２２号による滞納処分続行通知書の書面により行うものとする。  

（仮差押不動産に対する滞納処分）  

第３７条 第１３条の規定は，仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に  

 ついて準用する。 

（強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分）  

第３８条 第３３条から第３６条までの規定は，強制執行が開始されている船舶で登記さ  

 れるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。  

 （仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分）  

第３９条 第１３条の規定は，仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対し  

 て滞納処分による差押えがされた場合について準用する。  

（競売の開始決定があった不動産又は船舶に対する滞納処分）  

第４０条 第３３条から第３６条までの規定は競売の開始決定があった不動産に対して滞 

 納処分による差押えがされた場合について，第３８条の規定は競売の開始決定があった 

 船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。  

（航空機に対する滞納処分）  

第４１条 第３８条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分  

 による差押えがされた場合について，第３９条の規定は仮差押えの執行がされている航  

 空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。  

（強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分）  

第４２条 第３３条から第３５条までの規定は強制執行又は競売が開始されている自動車，  

 建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について，第１８条  
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 第２項及び第３６条の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされ  

 た自動車又は建設機械（以下この項において「差押競合自動車等」という。）につき滞  

 納処分続行承認の決定があった場合について，第４条第１項及び第２項の規定は徴税吏  

 員等が差押競合自動車等を占有した場合について準用する。  

２ 第２８条の規定は，政令第２７条第２項において準用する政令第１４条第４項前段の  

 規定による通知について準用する。  

（仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分）  

第４３条 第１３条及び第１８条第２項の規定は，仮差押えの執行がされている自動車， 

 建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。  

２ 第４条第１項から第３項までの規定は，政令第２８条第２項において準用する政令第  

 ３条第１項から第３項までの規定による通知について準用する。  

第３節 債権に対する滞納処分  

（債権差押通知書等）  

第４４条 政令第２９条第１項の書面は，別記様式第２３号による債権差押通知書による 

ものとする。ただし，動産の引渡しを目的とする債権又は動産の引渡しを目的としない

債権で条件付若しくは期限付であるもの若しくは反対給付に係ることその他の事由によ

りその取立てが困難であるものに対して滞納処分による差押えをした場合には，別記様

式第２４号による債権差押通知書及び交付要求書によるものとする。 

２ 政令第２９条第２項の書面は，別記様式第２５号による滞納現在額申立書によるもの

とする。 

３ 政令第２９条第３項の規定による通知は，別記様式第２６号による債権差押通知書に

よるものとする。 

（債権差押解除通知書） 

第４５条 第２２条第１項の規定は，政令第３０条第２項において準用する政令第１２条  

 の７第１項の書面について準用する。  
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 （強制競売等終了通知書等）  

第４６条 第３４条及び第３６条の規定は法第３６条の１１第１項に規定する差押え競合 

債権（以下この条において「差押え競合債権」という。）について，第２８条（第３０  

条において準用する場合を含む。）の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とす

るものについて準用する。  

 （仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分）  

第４７条 第２５条の規定は，仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による  

 差押えがされた場合について準用する。  

 （担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分）  

第４８条 第４４条から第４６条までの規定は，担保権の実行又は行使による差押えがさ  

 れている債権に対する滞納処分について準用する。  

   附 則 

 この規則は，平成２８年４月１日から施行する。  
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別記様式第１号（第３条関係）  

差押調書等の閲覧・謄写・謄本交付請求書  

年  月  日   

 

（宛先）新潟市長  

 

所在地                  

地方裁判所    支部  

執行官        印    

 下記のとおり，滞納者が所有している財産に関係がある差押調書等の  

閲覧  

謄写  

謄本の交付  

を請求します。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名  

（名称）  
 

債
権
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名  

（名称）  
 

事件番号   事件名   

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

請求する書類   
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別記様式第２号（第４条関係）  

差押財産引渡通知書  

年  月  日   

所在地    

        地方裁判所  支部  

        執行官      様  

新潟市長       印    

下記の財産を引き渡しますので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する

政令     の規定により通知します。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名  

（名称）  
 

事件番号   事件名   

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

引渡年月日  年   月   日  

引渡場所   

引渡しの方法等   

参
加
差
押
え 

執行機関  

所在地  

 

名称  
 

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

 

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第３号（第４条関係）  

差押財産引渡依頼書  

年  月  日   

    

 

住（居）所（法人にあっては所在地）  

氏名（法人にあっては名称）         様 

 

 

 新潟市長       印    

 

あなたが保管している下記の財産を執行官に引き渡してください。  

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令     の規定により依

頼します。 

 

所属地方裁判所  地方裁判所     支部 

執行官 
 

事件番号 
 

事件名 
 

財産の表示 

（名称，数量，性質及び所在）  

備考 

 

 

 

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第４号（第４条関係）  

 

差押解除通知書及び差押財産引渡済通知書  

年  月  日   

住（居）所（法人にあっては所在地）  

氏名（法人にあっては名称）         様 

 

            

新潟市長       印    

 

下記の財産は，執行官に引き渡し，差押えを解除しましたので，国税徴収法

第８１条及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の規定により

通知します。  

所属地方裁判所        地方裁判所    支部 

執行官  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名 

（名称） 
 

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

引渡年月日        年  月  日 

備考 
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別記様式第５号（第４条関係）  

差押財産引渡済通知書  

年  月  日   

所在地    

        地方裁判所  支部 

        執行官      様 

           

新潟市長        印    

 

下記の財産は，参加差押えに係る行政機関等に引き渡しましたので，滞納

処分と強制執行等との手続の調整に関する政令      の規定により通

知します。 

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号  事件名  

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

引渡年月日       年  月  日 

引き渡した書類名   

引き渡し

た行政機

関等 

所在地  

名称  

備考  

 

注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第６号（第５条関係）  
 

残余金交付通知書  

年  月  日   

所在地 

        地方裁判所  支部 

        執行官      様 

            

新潟市長       印    

 下記の財産の  

売却代金  
取立金 
払渡金 

について，滞納者に交付すべき残余金を残余金計算書の 

とおり交付しますので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令   

の規定により通知します。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号  事件名  

財産の表示 

（名称，数量，性質及び所在）  

滞納者に交付すべ

き残余金 
円 

交付年月日       年  月  日 

交付の方法  

備考  

 

注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第７号（第５条関係）  

 

残余金計算書  

換
価
財
産
の
表
示 

 

受
入 

年月日 換価財産等  金額 備考 

  円  

    

    

    

    

計   

支
払 

債権者の住（居）所（所在

地）・氏名（名称）  

新潟市長が確

認した債権額  

配当 

順位 
配当金額  備考 

  円  円  
  
      
  
      
  
      
  
      
  

計     

滞納者に交付すべき金額 円 

交付する金額

の計算 

残余金として交付すべき金額  円 

送料その他の支払

い 

  

  

交付する金額   
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別記様式第８号（第５条関係）  

売却代金等供託済通知書 

年  月  日   

所在地 

        地方裁判所    支部 

        執行官        様 

         

 新潟市長       印    

下記の財産の  

売却代金 
取立金 
払渡金 

 

について，滞納者に交付すべき残余金の額が確定しな 

 

いため，国税徴収法施行令  
第５０条第１項 

第５０条第４項において準用する同条第１項 
の規 

定により供託しましたので，通知します。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名 

（名称）  
 

事件番号  事件名  

財産の表示  
（名称，数量，性質及び所在） 

供託した金額  金           円 

供託した日時  年  月  日 
午前 

午後 
  時 

供
託
事
由 

供託番号  

供託所            法務局 

事由  

備考  
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別記様式第９号（第５条関係）  

残余金皆無通知書  

年  月  日   

所在地 

        地方裁判所    支部 

        執行官        様 

          

 新潟市長       印    

下記の財産の 

売却代金 
取立金 
払渡金 

について，残余金計算書のとおり滞納者に交付すべき 

残余が生じないので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する 
法律 

政令 

   

   の規定により通知します。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名 

（名称）  
 

事件番号  事件名  

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

備考  

 

   注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第１０号（第６条関係）  

差押財産引渡済通知書  

年  月  日   

 

 

住（居）所（法人にあっては所在地）  

 氏名（法人にあっては名称）         様 

          

 新潟市長        印    

 

下記の財産は，執行官に引き渡しましたので，滞納処分と強制執行等との

手続の調整に関する政令      において準用する国税徴収法第８１条

の規定により通知します。  

所属地方裁判所  地方裁判所      支部 

執行官  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名 

（名称）  
 

財産の表示  
（名称，数量，性質及び所在）  

引渡年月日        年   月   日 

差押年月日        年   月   日 

備考  
 

   注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第１１号（第７条関係）  

交付要求書  

年  月  日   

所在地  

        地方裁判所    支部  

        執行官        様  

          

新潟市長        印     

 

下記のとおり滞納金額を徴収するため，滞納処分と強制執行等との手続の調整に 

関する  
法律  

政令  の規定により，交付の要求をします。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名  

（名称）  
 

滞
納
金
額 

税目  年度  納期限  税額       延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  

法律による
金額 

  円  

法律による
金額 

  円  
  

                

                

                

        

交
付
要
求
に
係
る
財
産
又

は
事
件
名 

 

執行機関   

差押年月日        年  月  日  

備考  
 

   注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第１２号（第１０条関係）  

差押解除通知書及び交付要求解除書  

年  月  日   
所在地 

        地方裁判所    支部 
        執行官         様 
 

           
新潟市長       印    

 
   
下記の財産の差押えを解除しましたので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関 

する 
法律 
法令 

の規定により通知します。  

なお，交付の要求も解除します。  

滞
納
者 

住（居）所 
（所在地） 

 

氏名 
（名称） 

 

事件番号  事件名  

財産の表示 

（名称，数量，性質及び所在）  

差
押
え 

執行機関 
所在地 

 

名称 
 

差押年月日        年  月  日 

差押解除年月日        年  月  日 

交付要求年月日        年  月  日 

参
加
差
押
え 

執行機関 
所在地  

名称  

財産の表示 

（名称，数量，性質及び所在）  

備考  
 

  
 注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第１３号（第１２条関係）  

強制執行等続行決定通知書  

年  月  日   

 

住（居）所（法人にあっては所在地）  

氏名（法人にあっては名称）        様 

 

           

新潟市長        印    

 

下記の財産について 

強制執行 

担保権の実行としての競売 

担保権の実行又は行使 

を続行する旨の決定がありました 

ので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令      において

準用する国税徴収法第８１条の規定により通知します。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

財産の表示 

（名称，数量，性質及び所在）  

決定をした裁判所の

名称 
地方裁判所  

事件番号  事件名  

続行決定年月日        年  月  日 

差押年月日       年  月  日 

備考  

 

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第１４号（第１８条関係） 

差押財産引受通知書  

年  月  日   

 

住（居）所（法人にあっては所在地）  

氏名（法人にあっては名称）         様 

 

            新潟市長       印    

  年  月  日に 
執行官 

保管人 
から下記の財産の引渡しを受けましたので，滞納 

処分と強制執行等との手続の調整に関する政令      の規定により通知

します。 

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号  事件名  

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

差押年月日        年  月  日 

執行官

保管人 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

備考  
 

注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
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別記様式第１５号（第２０条関係）  

事情届 

年  月  日   

（宛先）新潟市長  
 

第三債務者  
           住（居）所（法人にあっては所在地）          

氏名（法人にあっては名称）    印    
 

下記の金額を供託しましたので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関

する法律      の規定により，その事情を届け出ます。  

差
押
債
権
の
表
示 

滞納者 
（債権者）  

住（居）所
（所在地） 

 

氏名 
（名称） 

 

差押年月日        年  月  日 

差押債権   

供託した金額  金           円 

供託した日時  年  月  日 
午前 
午後 

  時 

供
託
の
事
由 

供託番号   

供託所            法務局 

１ この届出をすることとなった債権差押通知書の送達日  

年  月  日 

２ 上記１と競合する差押命令若しくは仮差押命令又は他の滞納処分によ
る差押え 

（１） 差押命令又は仮差押命令  

 ア 執行裁判所又は保全執行裁判所  

裁判所  支部  年（ ）第  号 

 イ 債権者名  

 ウ 差押命令又は仮差押命令の送達日         年  月  日 

エ 差押金額                          円 

（２） 他の滞納処分による差押え  

 ア 執行機関（所在地・名称） 

 イ 差押通知書の送達日               年  月  日 

 ウ 差押金額                          円 

備
考 
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注１ この届出書は，法第２０条の６第２項（法第２０条の９第１項，第２０条
の１０及び第３６条の１２第１項において準用する場合を含む。）の規定に
よる届出をする場合に用いるものとする。  

２ 根拠条文は，次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ，右欄に定める条
項を記載する。  

（１） 滞納処分による差押えがされている金
銭の支払を目的とする債権について強制執
行による差押命令の送達を受け，その債権
の全額に相当する金銭を供託した場合  

第２０条の６第２
項 

（２） 滞納処分による差押えがされている金
銭の支払を目的とする債権について仮差押
命令の送達を受け，その債権の全額に相当
する金銭を供託した場合 

第２０条の９第１
項において準用す
る同法第２０条の
６第２項  

（３） 滞納処分による差押えがされている金
銭の支払を目的とする債権について担保権
の実行又は行使による差押命令の送達を受
け，その債権の全額に相当する金銭を供託
した場合  

第２０条の１０に
おいて準用する同
法第２０条の６第
２項 

（４） 仮差押えの執行がされている金銭の支
払を目的とする債権について滞納処分によ
る債権差押通知書の送達を受け，その債権
の全額に相当する金銭を供託した場合  

第３６条の１２第
１項において準用
する同法第２０条
の６第２項  

３ 供託書正本を添付する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第１６号（第２１条関係）  

事情届通知書  

年  月  日   

 
所在地 

        地方裁判所  支部 様 
            

新潟市長        印    
 

下記のとおり事情の届出を受けましたので，滞納処分と強制執行等との手続の

調整に関する法律      の規定により通知します。  

滞
納
者 

住（居）所  
（所在地）  

 

氏名 
（名称）  

 

債
権
の
表
示
等 

事件番号  事件名  

第三債務者  

住（居）所  
（所在地）  

 

氏名 
（名称） 

 

債権の表示    

滞
納
処
分
の
状
況 

執行機関 当庁分 他庁分 

 

所在地   

名称   

差押年月日  年  月  日 年  月  日 

差押えの範囲    

供
託
事
由
等 

供託した金額  金           円 

供託した日時  年  月  日 
午前 
午後 

  時 

供
託
事
由 

供託番号   

供託所            法務局  

事由  

備考  
 

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第１７号（第２２条関係）  

債権差押解除通知書及び交付要求解除書  

年  月  日   
 

所在地 
        地方裁判所    支部 
        執行官         様 
 

               
 新潟市長        印    

 
 
下記の債権の差押えを解除しましたので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に 

関する 
法律 
政令 

     の規定により通知します。  

なお，交付の要求も解除します。  

滞
納
者 

住（居）所 
（所在地） 

 

氏名 
（名称） 

 

事件番号  事件名  

債
権
の
表
示
等 

第三債務者 

住（居）所 
（所在地） 

 

氏名 
（名称） 

 

債権の表示  

差
押
え 

執行機関 
所在地  

名称  

差押年月日       年  月  日 

差押解除年月日        年  月  日 

交付要求年月日        年  月  日 

差押解除の範囲   

備考  
 

   
注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  
 
 



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第１８号（第２７条関係）  

差押書及び交付要求書  

年  月  日   

所在地  

        地方裁判所    支部  

        執行官        様  

 

              

 新潟市長         印    

 

滞納金額を徴収するため，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律    

の規定により，下記の財産に対して差押えをします。  

なお，国税徴収法第８２条第１項の規定により交付の要求をします。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号   事件名  

財産の表示  

(名称，数量，性質及び所在 ) 

差押えの執行機
関 

所在地   

名称   

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限  税額       延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による

金額 
  円  

法律による
金額 

  円  
  

                

                

                

        

備考   

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日までの
ものです。  

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第１９号（第２９条関係）  

差押解除書及び交付要求解除書  

年  月  日   

 

 所在地  

        地方裁判所   支部  

        執行官        様  

 

               

新潟市長          印    

 

下記の財産の差押えを解除しますので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に

関する法律      の規定により，この書面を交付します。  

なお，交付の要求も解除します。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号   事件名   

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

差
押
え 

執行機関 

所在地   

名称   

差押年月日        年  月  日  

交付要求年月日        年  月  日  

参
加
差
押
え 

執行機関  

所在地   

名称   

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

備考   
 

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  

 



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２０号（第３３条関係）  

差押通知書及び交付要求書  

年  月  日   

 

所在地  

        地方裁判所    支部  

        執行官        様  

               

  新潟市長         印    

 

 

滞納金額を徴収するため，下記の財産に対して  年  月  日に差押えをしましたの 

で，滞納処分の強制執行等との手続の調整に関する 
法律  
政令  

の規定により通 

知します。  

なお，国税徴収法第８２条第１項の規定により交付の要求をします。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号   事件名  

財産の表示  

(名称，数量，性質及び所在 ) 

差押えの執行機
関  

名称   

所在地   

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限  税額       延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による

金額 
  円  

法律による
金額 

  円  
  

                

                

                

        

備考   

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日までの
ものです。  

注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２１号（第３４条関係）  

強制競売等終了通知書  

年  月  日   

 

 

住（居）所（法人にあっては所在地）  

氏名（法人にあっては名称）         様  

             

 新潟市長         印    

下記の財産について，  地方裁判所から強制競売等の 
申立てが取り下げられた  

手続を取り消す決定が効力 

 

を生じた  
旨の通知を受けましたので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する 

政令      の規定により通知します。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号   事件名   

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

差押年月日        年  月  日  

強制競売等の種
類 

 

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限  税額       延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による

金額 
  円  

法律による
金額 
  円  

  

                

                

                

        

備考   

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日まで
のものです。  

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２２号（第３６条関係）  

滞納処分続行通知書  

年  月  日   

 

 

 住（居）所（法人にあっては所在地）  

 氏名（法人にあっては名称）        様  

 

           

新潟市長        印    

 

下記の財産について，  年  月  日に滞納処分続行承認の決定がありました

ので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令     の規定により通

知します。  

滞
納
者 

住（居）所  

（所在地）  
 

氏名  

（名称）  
 

事件番号   事件名   

財産の表示  

（名称，数量，性質及び所在）  

差押年月日        年  月  日  

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限  税額       延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による

金額 
  円  

法律による
金額 

  円  
  

                

                

                

        

備考   

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日までの
ものです。  

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２３号（第４４条関係）  

債権差押通知書  

年  月  日   

 

所在地  

       地方裁判所    支部 様  

 

            

新潟市長        印    

 

滞納金額を徴収するため，下記の債権に対して  年  月  日に差押えをしま

したので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律      の規定に

より通知します。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号   事件名  

債
権
の
表
示
等 

第三債務者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

債権の表示  

差
押
え 

執行機関 

所在地   

名称   

差押年月日        年  月  日  

差押えの範
囲  

 

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限 税額      延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による

金額 
  円  

法律による
金額 

  円  
  

                

                

                

        

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日までのも
のです。  

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２４号（第４４条関係）  

債権差押通知書及び交付要求書  

年  月  日   

 

所在地  

       地方裁判所    支部 様  

 

            

新潟市長        印    

 

滞納金額を徴収するため，下記の債権に対して  年  月  日に差押えをしま
したので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律     の規定によ
り通知します。  

なお，国税徴収法第８２条第１項の規定により交付の要求をします。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

事件番号   事件名  

債
権
の
表
示
等 

第三債務者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

債権の表示  

差
押
え 

執行機関 

所在地   

名称   

差押年月日        年  月  日  

差押えの範
囲  

 

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限 税額      延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による

金額 
  円  

法律による
金額 

  円  
  

                

                

                

        

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日までの
ものです。  

注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２５号（第４４条関係）  

滞納現在額申立書  

年  月  日   

 

 所在地  

        地方裁判所    支部 様  

 

           

新潟市長        印    

 

滞納金額は下記のとおりですので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する

政令      の規定により，この書面を交付します。  

滞
納
者 

住（居）所 

（所在地） 
 

氏名 

（名称） 
 

滞
納
金
額 

税目 年度 納期限 税額      延滞金額 滞納処分費 計  

     
円  円  法律による金

額 
  円  

法律による金
額 

  円  
  

                

                

                

        

備考   

「延滞金」及び「滞納処分費」欄に記載した金額は，この書類を作成した日までのも
のです。  

  注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  

 

 

 

 

 



掲示期間 3.28-4.6    

別記様式第２６号（第４４条関係）  

 

債権差押通知書  

年  月  日   

 
 所在地 
        地方裁判所    支部 

        執行官        様 
 

            

新潟市長        印    
 

滞納金額を徴収するため，下記の債権に対して  年  月  日に差押えを

しましたので，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令     の

規定により通知します。 

滞
納
者 

住（居）所  
（所在地）  

 

氏名 
（名称） 

 

事件番号  事件名  

債
権
の
表
示
等 

第三債務者  

住（居）所  
（所在地）  

 

氏名 
（名称） 

 

債権の表示   

差押年月日        年  月  日 

差押えの範囲   

 

注 根拠条文等は，適切なものを記載すること。  

 

 

 


